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○入会すると講習会に参加できます。(平成 26 年度の実績から抜粋) 

2014/06/29 

～ 

2014/08/31 

平成 26 年度 卒後研修 全 20 講座 

2014/04/03 

2014/04/10 

2014/04/17 

2014/04/24 

がん患者歯科医療連携講習２ 

がん化学療法、頭頸部放射線治療における

歯科治療と口腔ケア 

2014/04/03 

2014/04/10 

2014/04/17 

2014/04/24 

がん患者歯科医療連携講習３ がん緩和医療における口腔ケア 

2014/05/15 

2014/05/22 

第 1 回周術期口腔ケア体制基盤整備事業「応用コース

研修」 

周術期患者への口腔ケア 

2014/09/04 地域における虐待対応力向上研修 児童虐待防止研修 

2014/09/11 新規指定医療機関保険講習会 新規指定医療機関保険講習会 

2014/10/01 平成 26 年度 第１回東京都歯科向けエイズ講習会 感染症の現状と歯科の対応 

2014/10/19 
平成 26 年度周術期口腔ケア体制基盤整備『基礎コース

研修』 

がん治療総論と歯科口腔管理 

2014/10/30 
平成 26 年度関東信越歯科医師会審査委員連絡協議会

基調講演 

平成 26 年診療報酬改定 その後の状況、今

後の課題について 

2014/10/23 
平成 26 年度東京都周術期口腔ケア体制基盤整備事業

『応用コース研修』 

周術期患者への口腔ケア 

2014/10/26 
在宅歯科医療研修会①及び医工連携事業化推進事業意

見聴取会 

歯科訪問診療の現状と関連器材への期待 

2014/10/29 糖尿病予防講習会 歯周病と糖尿病の関係 

2014/11/20 産業保健研修会 産業歯科の大切さ 

2014/11/26 禁煙支援プログラム研修会 タバコと歯周病の関係 

2014/11/27 在宅歯科医療研修会② 訪問診療はじめの一歩 

2014/12/07 平成 26 年度 生涯研修セミナー 

健やかに生きるための歯科医療 ～歯をま

もる、咬合をまもる～ 

2014/11/30 
東京都周術期口腔ケア体制基盤整備事業『応用コース

研修』 

周術期の口腔ケア 

2014/12/03 平成 26 年度 第 1回多職種向け食育支援講習会 歯と口の健康からはじめる食育支援 

2015/02/08 平成 26 年度学術講演会 ノンメタル修復の今 保険から自費まで 

 

○東京都歯科医師会の情報 ➡ http://www.tokyo-da.org/  

 これから開催される講習会へのお申込みは、本会ホームページをご覧ください。 

 

※ご入会の連絡は、厚生会員係入会相談担当(TEL：03-3262-4192)まで。 

 

公益社団法人 東京都歯科医師会  

〒102-8241 東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 3階 

（JR・地下鉄｢市ヶ谷駅｣下車、徒歩 2〜5分） 

TEL：03-3262-1146 FAX：03-3262-4199 

 
(準会員用・H27.3.30 発行)



東京都歯科医師会「準会員」ご入会手続きの流れ 

１．臨床研修施設(病院)単位で一括して、準会員にご入会頂ける場合 

①本会総務課厚生会員係(03-3262-4192)へご相談 

 

・会員情報入力フォーマットの送信      

本会         病院 

厚生会員係担当・三觜(みつはし) 

mitsuhashi-8020@tokyo-da.org 

 

②一括入会申請 

 ・一括入会に関する公文書の送付 

・臨床研修医データの送信 

本会         病院 

・年会費のお振込み 

   入会者数分を一括してお振込みください。 

    年会費 2,000 円×人数 

〔振込先〕三菱東京ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店（店番：０１４） 

口座番号：０１９２４０３ 

口座名義：公益社団法人 東京都歯科医師会 準会員口 会長 髙橋 哲夫 

 

③本会理事会にて入会承認 

④会員証等の一括送付 

(会員用 HP の ID・パスワード等の連絡)        本会         病院 

 

⑤講習会等へのご参加 

http://www.tokyo-da.org/をご覧ください。 

 

 

２．個人でご入会される場合 

 ①入会申込書を送付 

 ②年会費 2,000 円をお振込み 

 (③以降は上記１と同じ。) 

臨床研修医            本会 

〔送付先〕 

公益社団法人 東京都歯科医師会 厚生会員係 

〒102-8241 千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館３階 

TEL：03-3262-4192 FAX：03-3262-4199 

 

※都歯ホームページからのご入会 

➡ http://www.tokyo-da.org/ 

現在、入力フォーマットを準備中です。 

講習会情報等、併せてご利用ください。 

 

入会を 

お考えの方

東京都歯科医師会 

ホームページ 

公



公益社団法人東京都歯科医師会準会員規則 

 

第 1条 本規則は、歯科医師法第 16 条の 2第 1項に基づく臨床研修歯科医師のうち、

本会の目的及び事業について賛同し入会した者(以下、準会員という。)につ

いて定める。 

第 2条 準会員の会員籍は、入会年度から起算して最長１０年まで、若しくは住所お

よび就業地を他道府県に移動した時までとする。また、診療所等の開設者又

は管理者となった場合は、準会員の会員籍を失うものとする。 

第 3条 準会員としての入会手続は、歯科医師法第１６条の２第１項に基づく、都内

臨床研修施設での臨床研修期間中のみできるものとする。 

第 4条 準会員の入会金は、０円とする。 

第 5条 準会員の年会費は、２，０００円とする。 

第 6条 準会員が第１種会員および第２種会員へ種別変更する場合の入会金は、準会

員籍を有した間に支払った年会費を差し引いた額とする。 

第 7条 準会員が第３種会員へ種別変更する場合の初年度会費は、準会員籍を有した

間に支払った年会費を差し引いた額とする。ただし、準会員籍６年間分まで

を限度とする。 

第 8条 準会員は、役員、代議員および補欠代議員の選挙権ならびに被選挙権は有し

ないものとする。 

第 9条 準会員は、会員籍を有する期間において、氏名及び住所、電話等の連絡先、

就業先に変更があった場合、本会に届け出なければならない。また、準会員

の名簿は公表しないが、準会員は都内の地区歯科医師会および他道府県歯科

医師会への情報開示を許諾するものとする。 

第 10 条 本会は、原則として、準会員へ東京都歯科医師会雑誌その他の配布物の配布

をしない。 

第 11 条 準会員は、本会が主催する研修会、講演会、イベント等へ、正会員と同じ条

件で参加することができるものとする。 

第 12 条 本会は、地区歯科医師会が主催する研修会、講演会、イベント等へ、準会員

が地区会員と同じように参加できるよう、地区歯科医師会へ申し入れること

とする。 

第 13 条 準会員が第１種若しくは第２種会員へ種別変更する場合は、本会医事処理規

則第９条に則り、医事処理負担金を支払うものとする。 

第 14 条 準会員が正会員へ種別変更する場合は、本会福祉総合保険規則第９条に則り、

福祉総合保険へ加入するものとする。ただし、第３種会員へ種別変更する場

合はその限りではない。 

第 15 条 この規則の改廃は、代議員会の議決を経るものとする。 

 

 附則 １．この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 



 
公益社団法人東京都歯科医師会定款 

 
第１章総則 
（名称） 
第１条 この法人は，公益社団法人東京都
歯科医師会（以下「本会」という。）とい
う。 

（事務所） 
第２条 本会は，主たる事務所を東京都千
代田区に置く。 

（組織） 
第３条 本会は，東京都を区域とし，本会
で承認した歯科医師会および支部（以下
「地区歯科医師会」という。）の会員なら
びに準会員をもって組織する。 

２ 本会に，支部を置くことができる。 
３ 第１項の承認基準および前項の支部な
らびに準会員に関する規則は、別に定め
る。 

 
第２章目的及び事業 
（目的） 
第４条 本会は，日本歯科医師会及び地区
歯科医師会との連携のもと，歯科医学・
歯科医療に携わる東京都の歯科医師を
代表する公益団体として，医道の高揚，
歯科医療の確立，歯科医学・医術の進歩
発達，公衆衛生および予防医学の普及を
図り，もって都民の福祉の向上と健康の
増進及び地域社会の健全な発展に寄与
することを目的とする。 

（事業） 
第５条 本会は，前条の目的を達するため
次の事業を行う。 
⑴ 医道高揚に関する事項 
⑵ 社会福祉増進に関する事項 
⑶ 公衆衛生の普及ならびに予防医学の
研究および普及に関する事項 
⑷ 歯科医学および医術の進歩発達に関
する事項 
⑸ 災害等緊急時における都民，国民の口
腔保健の確保に関する事項 
⑹ 歯科医師の業権に関する事項 
⑺ 医療制度の研究および歯科医業の合
理化に関する事項 
⑻ 歯科医師の研修に関する事項 
⑼ 会員の健康増進を図り，地域における
安定した歯科医療を提供する事項 
⑽ 都民および会員への広報活動に関す
る事項 

⑾ 歯科医療及び介護従事者の育成に関
する事項 
⑿ 障害者歯科医療に関する事項 
⒀ 特定保険業に関する事項 
⒁ その他本会の目的を達成するに必要
な事項 

２ 前項各号の事項を実施するに必要な規
則は，別に定める。 

３ 本会は，必要に応じ関係団体と提携し
て事業または事務を行うことができる。 

４ 第１項各号の事業は，東京都内におい
て行うものとする。 

 
第３章会員 
（会員） 
第６条 本会の会員は，第１種会員，第２
種会員，および第３種会員である正会員、
ならびに準会員をもって構成する。 

２ 前項の会員の資格は１人いずれか１個
とし，重複して取得することはできない。 

３ 第１項の会員の種別に関する規則は、
定款施行規則および準会員規則で定め
る。 

４ 第１項の会員のうち，栄誉の敬称であ
る終身会員，名誉会員に関する規則は，
別に定める。 

（会員の資格の取得） 

第７条 会員は，東京都内に就業所または
住所を有する歯科医師でなければなら
ない。 

２ 前条の会員になろうとする者は，日本
で歯科医師の免許を受けた者，かつ，本
会の目的および事業に賛同したもので，
別に定める入会申込書に別に定める入
会金を添えて，新たに所属した地区歯科
医師会を経て，また、準会員にあっては
直接、本会へ提出し，理事会の承認を受
けなければならない。 

３ 第１項の手続きは，定款施行規則で定
める。 

（会員の権利） 
第８条 会員は，一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律（以下「法人法」と
いう）に規定された次に掲げる社員の権
利を，第４章に規定する代議員と同様に
本会に対して行うことができる。 
一 法人法第１４条第２項の権利（定款
の閲覧等） 

二 法人法第３２条第２項の権利（代議
員名簿の閲覧等） 

三 法人法第５０条第６項の権利（代議
員の代理権証明書面等の閲覧等） 

四 法人法第５１条第４項及び第５２
条第５項の権利（議決権行使書面の閲
覧等） 

五 法人法第５７条第４項の権利（代議
員会の議事録の閲覧等） 

六 法人法第１２９条第３項の権利（計
算書類等の閲覧等） 

七 法人法第２２９条第２項の権利（清
算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

八 法人法第２４６条第３項，第２５０
条第３項及び第２５６条第３項の
権利（合併契約等の閲覧等） 

２ 会員は，本会の行事，学会及び講習会等
に出席し，協力し，又は意見を述べるこ
とができ，本会か ら発行する会誌その
他の印刷物の頒布を受け，又は購入する
ことができる。 

（会員の義務） 
第９条 会員は，代議員会の決定事項に服
する義務を負う。 

２ 会員は，本会所定の入会金，会費及び負
担金等を本会へ支払う義務を負う。 

３ 入会金，会費及び負担金等の額は，代議
員会において決め，定款施行規則に規定
する。ただし，他道府県歯科医師会に入
会していた者が本会へ入会を希望した
場合の入会金については，「公益社団法
人東京都歯科医師会移籍会員の受入体
制整備に伴う規則」による。 

（任意退会） 
第１０条 会員が，本会を退会しようとす
るときは，その旨を記載した書面を地区
歯科医師会を経て本会へ提出しなけれ
ばならない。 

２ 退会した会員は，支払った入会金，会費
及び負担金等の返還を受けることはで
きない。 

（身分喪失） 
第１１条 地区歯科医師会又は日本歯科
医師会の会員たる身分を失った正会員
は，当該歯科医師会から本会に通知のあ
ったときから本会の会員たる身分を失
うものとする。 

（会費等の未納に伴う退会） 
第１２条 本会は，会員が１年以上又は１
年分に相当する会費若しくは負担金等
を支払わないときは，催告し，なお支払
わないときは，理事会の決議をもって退
会させることができる。 

２ 前項により退会となった者が，６箇月
以内にその未払金を支払ったときは，理
事会の承認を得て，会員の資格を復すも
のとする。 

３ 本条の退会については，第１３条第３
項の規定を準用する。 

（戒告・除名） 
第１３条 会員であって，次の各号の一に
該当する者は，戒告，会員の権利（法人
法上の権利を除く。）の一部停止又は除
名することができる。 
⑴ 本会の名誉を毀損した者 
⑵ 会員たる義務を怠った者 

２ 前項に規定する戒告，会員の権利の一
部停止又は除名は，裁定審議会の決議，
理事会の決議を経て，代議員会の決議を
経るものとする。 

ただし，代議員である会員の代議員た
る資格の喪失については，第１５条第１
項による。 

３ 会長は前項により除名したときは、そ
の旨及び理由の概要を記載した書面を
もって、日本歯科医師会ならびに地区歯
科医師会及び本人に通知する。だだし、
準会員は直接本人に通知する。 

４ 本会から除名された者は，５年を経過
した後，裁定審議会の決議を経た上で，
理事会の決議を経て再入会することが
できる。 

 
第４章代議員および補欠代議員 
（代議員の選出） 
第１４条 本会は，代議員をもって法人法
上の社員とする。 

２ 前条の規定により，選挙すべき代議員
の数は，地区歯科医師会割として１名お
よび選挙の年の１月１日現在における
その会員７０名毎に１名とし，端数が生
じたときはその数が３６名以上のとき
は１名を加えるものとする。ただし，７
０名未満の地区歯科医師会にあっては
端数の取扱は認めない。 

３ 前項の代議員の数は，地区歯科医師会
において合併または分離があっても，新
たな選挙が行われるまではこれを増減
しない。 

４ 代議員は，会員の中から，地区歯科医師
会における選挙で選ばれることを要す
る。会員は，代議員の選挙に立候補する
ことができる。 

５ 代議員選挙を行うために必要な規則は，
別に定める。 

６ 第４項の代議員選挙において，会員は
他の会員と等しく代議員を選挙する権
利を有する。理事又は理事会は，代議員
を選出することができない。 

７ 第４項の代議員選挙は，２年に一度実
施することとし，代議員の任期は，選任
後最初の７月１日から２年間とする。た
だし，任期満了時において，代議員が代
議員会決議取消しの訴え，解散の訴え，
責任追及の訴え及び役員解任の訴え（法
人法第２６６条第１項，第２６８条，第
２７８条，第２８４条）を提起している
場合（同法第２７８条第１項に規定する
訴えの提起の請求をしている場合を含
む。）には，当該訴訟が終結するまでの間，
当該代議員は上記訴えに関する限りに
おいて社員たる地位を失わない（当該代
議員は，代議員会において解散以外の事
項については議決権を有しないことと
する。）。なお，当該代議員は，第２項の
代議員の数に含まないものとする。 

８ 代議員が欠けたとき又は事故があると
きに備えて，補欠代議員を置く。 

９ 補欠代議員は，代議員が欠けたときに
代議員となる。 

１０ 補欠代議員は，代議員に事故があっ
たときに，その職務を代理する。 

１１ 後任として選任又は選出された代議
員の任期は，前任者の残任期間とする。 

１２ 補欠代議員の数，選出方法及び資格



の喪失は，代議員の規定を準用する。 
（代議員の資格の喪失） 
第１５条 代議員会は，第１３条第１項に
掲げる事項に該当する場合，代議員たる
義務を怠った場合，その他正当な理由が
あると認められる場合には，総代議員の
３分の２以上の多数の決議により，代議
員の資格を喪失させることができる。こ
の場合，その代議員に対し，代議員会の
１週間前までに，理由を付して資格喪失
に関する議案の内容を通知し，代議員会
において弁明の機会を与えなければな
らない。 

なお，本項により代議員の資格を喪失
した場合でも，当然には会員の資格は喪
失せず，会員の資格については，第１３
条の規定に従う。 

２ 前項の他，代議員は，次の掲げる事由に
よって代議員の資格を失う。 
一 第１１条により会員の資格を失っ
たとき 

二 地区歯科医師会の所属を変更した
とき 

三 辞任したとき 
四 死亡又は退会したとき 

 
第５章代議員会 
（構成） 
第１６条 代議員会は，すべての代議員を
もって構成する。 

２ 前項の代議員会をもって法人法上の社
員総会とする。 

（権限） 
第１７条 代議員会は，次の事項について
決議する。 
一 代議員の資格の喪失 
二 会員の除名 
三 役員（「理事及び監事」を言う。以下

同じ）の選任又は解任 
四 会長及び副会長の選定又は解職 
五 地区歯科医師会の承認 
六 役員の報酬等の額 
七 事業計画及び収支予算書並びに資金

調達及び設備投資の見込みを記載
した書類の承認 

八 貸借対照表及び正味財産増減計算書
並びにこれらの附属明細書の承認 

九 定款の変更 
十 解散及び残余財産の処分 
十一 入会金の額並びに会費及び負担金

等の額若しくは負担率 
十二 裁定審議会委員・選挙管理委員会

委員の選出 
十三 日本歯科医師会代議員及び同予備

代議員の選出 
十四 その他代議員会で決議するもの

として法令又はこの定款で定め
られた事項及び理事会が付議し
た事項 

（開催） 
第１８条 代議員会は，定時代議員会とし
て毎事業年度終了後，３箇月以内に開催
する他，必要がある場合に臨時代議員会
を開催する。 

（招集） 
第１９条 代議員会は，法令に別段の定め
がある場合を除き，理事会の決議に基づ
き会長が招集する。 

２ 代議員会の招集は，開催前１５日まで
に会議の目的たる事項，日時，場所を代
議員に文書をもって通知しなければな
らない。ただし，書面による議決権の行
使を認める場合を除き，緊急の場合は，
期間を開催前１週間までに短縮するこ
とができる。 

３ 議決権を有する代議員の５分の１以上
の代議員から会長に対し，代議員会の目
的である事項及び招集の理由を示して，

代議員会の招集を請求することができ
る。 

（議長・副議長） 
第２０条 代議員会の議長及び副議長は，
代議員選挙後最初に開催される代議員
会で，出席代議員によって各１名を互選
する。任期中にいずれかが欠けた場合に
は，代議員会で選出する。 

（議決権） 
第２１条 代議員会における議決権は，代
議員１名につき１個とする。 

２ 代議員は，補欠代議員を代理人として
議決権を代理行使させることができる
ものとする。ただし，この場合は，代議
員会ごとに代理権を証する書面を提出
しなければならない。また，代理人とな
った補欠代議員は，１名につき１個まで
しか，代理を受任することはできないも
のとする。 

（決議） 
第２２条 代議員会の決議は，総代議員の
議決権の過半数を有する代議員が出席
し，出席した当該代議員の議決権の過半
数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の決議は，
総代議員の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行う。 
一 代議員の資格の喪失 
二 会員の除名 
三 監事の解任 
四 定款の変更 
五 解散 
六 その他法令で定められた事項 

３ 役員を選任する議案を決議するに際し
ては，各候補者ごとに第１項の決議を行
わなければならない。役員の候補者の合
計数が第２４条に定める定数を上回る
場合には，過半数の賛成を得た候補者の
中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする。 

（議事録） 
第２３条 代議員会の議事については，法
令で定めるところにより，議事録を作成
する。 

２ 議事録は，議長，副議長及び当日議長の
指名した出席代議員２名がこれに署名
押印し，これを本会に保管する。 

 
第６章役員 
（役員の設置） 
第２４条 本会に次の役員を置く。 
⑴ 理事 １７名以内 
⑵ 監事 ３名以内 

２ 理事のうち，１名を会長とし，３名以内
を副会長とする。 

３ 会長及び副会長をもって法人法上の代
表理事とする。 

４ 役員及び代議員は，互に他を兼ねるこ
とができない。 

（役員の選任及び解任） 
第２５条 役員は，選挙規則に定めるとこ
ろにより，代議員会の決議によって選任
及び解任する。 

２ 前項の規定に基づく理事の選任は，役
職（会長，副会長，理事）毎に分けて行
う。 

３ 本会の理事のうちには，理事のいずれ
か１人及びその親族その他特殊の関係
がある者の合計数が，理事総数の３分の
１を超えて含まれることになってはな
らない。 

４ 本会の監事には，本会の理事（親族その
他特殊の関係にある者を含む。）及び本
会の使用人が含まれてはならない。また，
各監事は，相互に親族その他特殊の関係
があってはならない。 

５ 役員は，会員の中から選任する。 
（理事の職務及び権限） 

第２６条 理事は，理事会を構成し，法令
及びこの定款で定めるところにより，職
務を執行する。 

２ 会長は，本会を代表し，会務を総理し，
業務を執行する。 

３ 副会長は３名以内とし，会長を補佐し，
予め理事会で決めた順位により，会長に
事故があるときは，その職務を代理し，
欠けたときは，その職務を代行する。 

（監事の職務及び権限） 
第２７条 監事は，理事の職務の執行を監
査し，法令で定めるところにより，監査
報告を作成する。 

２ 監事は，いつでも，理事及び職員に対し
て事業の報告を求め，本会の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 
第２８条 役員の任期は，選任後２年以内
に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時代議員会の終結の時まで
とし，再任を妨げない。 

２ 役員が任期途中で退任し，又は解任さ
れた時は，原則として補欠の選任を行う
ものとする。補欠として選任された役員
の任期は，前任者の任期の終了する時ま
でとする。 

３ 増員として選任された役員の任期は，
他の役員の任期の終了する時までとす
る。 

（任期満了等における前任者の職務） 
第２９条 役員は，法令に定める定数に足
りなくなるときは，任期の満了又は辞任
により退任した後も，新たに選任された
者が就任するまで，なお役員としての権
利義務を有する。 

（役員等の報酬） 
第３０条 役員に対して，その職務の対価
として，代議員会において別に定める報
酬等の支給の規則に従って算定した額
を代議員会の決議を経て支給すること
ができる。 

２ 役員には，その職務を行うために要す
る費用を弁償することができる。この場
合の支給の基準については，別に定める。 

（責任の免除） 
第３１条 役員は，その任務を怠ったとき
は，本会に対し，これによって生じた損
害を賠償する責任を負い，この責任は，
すべての代議員の同意がなければ，免除
することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず，当該役員が
善意でかつ重大な過失がない場合には，
本会は，法人法第１１４条第１項の規定
により，任務を怠ったことによる役員
（役員であった者を含む）の損害賠償責
任を法令の限度において理事会の決議
によって免除することができる。 

 
第７章理事会 
（構成） 
第３２条 本会に理事会を置く。 
２ 理事会は，すべての理事をもって構成
する。 

（権限） 
第３３条 理事会は，次の職務を行う。 
一 本会の業務執行の決定 
二 理事の職務分担の決定 
三 理事の職務の執行の監督 

（招集） 
第３４条 理事会は会長が招集する。 
２ 会長が欠けたとき又は会長に事故ある
ときは，予め理事会できめた順位に従い，
副会長もしくは理事が理事会を招集す
る。 

（決議） 
第３５条 理事会の決議は，決議について
特別の利害関係を有する理事を除く理
事の過半数が出席し，その過半数をもっ



て行う。 
２ 前項の規定にかかわらず，法人法第９
６条の要件を満たしたときは，理事会の
決議があったものとみなす。 

（議事録） 
第３６条 理事会の議事については，法令
で定めるところにより，議事録を作成す
る。 

２ 出席した会長及び監事は，前項の議事
録に記名押印する。 

 
第８章会計及び財産 
（基本財産） 
第３７条 基本財産は，本会の目的である
事業を行うために不可欠なものとして，
代議員会が定めることができる。 

２ 前項の財産は，本会の目的を達成する
ために善良な管理者の注意をもって管
理しなければならず，処分するときは，
あらかじめ理事会及び代議員会の承認
を要する。 

（事業年度） 
第３８条 本会の事業年度は，毎年４月１
日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 
第３９条 本会の事業計画書，収支予算書，
資金調達及び設備投資の見込みを記載
した書類については，毎事業年度の開始
の前日までに，会長が作成し，理事会の
承認を経て，代議員会の承認を受けなけ
ればならない。これを変更する場合も，
同様とする。 

２ 前項の書類については，主たる事務所
に，当該事業年度が終了するまでの間備
え置き，一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 
第４０条 本会の事業報告及び決算につ
いては，毎事業年度終了後，会長が次の
第一号から第六号までの書類を作成し，
監事の監査を受けた上で，理事会の承認
を受けなければならない。理事会の承認
を受けた第一号，第三号，第四号及び第
六号の書類については，定時代議員会に
提出し，第一号の書類についてはその内
容を報告し，第三号，第四号及び第六号
の書類については承認を受けなければ
ならない。 
一 事業報告 
二 事業報告の附属明細書 
三 貸借対照表 
四 正味財産増減計算書 
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書

の附属明細書 
六 財産目録 

２ 前項の書類の他，次の書類を主たる事
務所に５年間備え置き，一般の閲覧に供
するとともに，定款，代議員名簿を主た
る事務所に備え置き，一般の閲覧に供す
るものとする。 
一 監査報告 
二 役員の名簿 
三 役員の報酬等の支給の基準を記載し

た書類 
四 運営組織及び事業活動の状況の概要

及びこれらに関する数値のうち重要
なものを記載した書類 

（公益目的取得財産残額の算定） 
第４１条 会長は，公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律施行規
則第４８条の規定に基づき，毎事業年度，
当該事業年度の末日における公益目的
取得財産残額を算定し，前条第２項第四
号の書類に記載するものとする。 

（剰余金の分配の禁止） 
第４２条 本会は，剰余金の分配を行うこ
とができない。 

（財産の管理） 
第４３条 この定款に定めるほか，財産管

理および会計に関する規則は，代議員会
の議を経て，別に定める。 

 
第９章定款の変更及び解散 
（定款の変更） 
第４４条 この定款は，代議員会の決議に
よって変更することができる。 

（解散） 
第４５条 本会は，代議員会の決議その他
法令で定められた事由により解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
第４６条 本会が公益認定の取消しの処
分を受けた場合又は合併により消滅す
る場合（その権利義務を承継する法人が
公益法人であるときを除く。）には，代議
員会の決議を経て，公益目的取得財産残
額に相当する額の財産を，当該公益認定
の取消しの日又は当該合併の日から１
箇月以内に，公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律（以下「認定
法」という。）第５条第１７号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与
するものとする。 

（残余財産の帰属） 
第４７条 本会が清算をする場合におい
て有する残余財産は，代議員会の決議を
経て，認定法第５条第１７号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与
するものとする。 

（保有株式等に係る議決権行使の制限） 
第４８条 本会が保有する株式（出資）に
ついて，その株式（出資）に係る議決権
を行使する場合には，あらかじめ理事会
において理事総数（現在数）の３分の２
以上の承認を要する。 

 
第１０章公告の方法 
（公告の方法） 
第４９条 本会の公告は，主たる事務所の
公衆の見やすい場所に掲示する方法に
より行う。 

 
第１１章補則 
（委任） 
第５０条 この定款に定めるもののほか，
本会の運営に必要な事項は，理事会の決
議により別に定める。 

 
 

公益社団法人東京都歯科医師会 
定款施行規則 

 
第１章会員 
（会員の種別） 
第１条 定款第６条の第１種会員とは，診
療所の開設者または経営者，官庁署，学
校，病院等の部課医長（これに準ずる職
を含む）以上の職にある歯科医師，法人
診療所にあっては，代表者および従たる
事務所の長，厚生施設の診療所にあって
は代表者ならびに住所のみを有する本
会で承認した歯科医師会および支部（以
下「地区歯科医師会」という。）に所属す
る歯科医師をいう。 

２ 第２種会員とは，第１種会員の診療所
に勤務し，地区歯科医師会に所属する歯
科医師をいう。 

３ 第３種会員とは，医育機関ならびに同
附属病院および公的医療機関等に勤務，
または島しょ地区で開業する歯科医師
で，支部に所属する歯科医師をいう。 

４ 定款第３条第１項および第６条第１項
に規定する準会員とは、別に定める準会
員規則により歯科医師臨床研修期間中
に入会手続きを完了した歯科医師をい
う。 

５ 本会会員は，日本歯科医師会会員にな
らなければならない。ただし、準会員は

この限りではない。 
６ 会員の種別につき特別の事情あるもの
については，支部長または本会で承認し
た歯科医師会の会長の調査資料に基づ
き，理事会でこれを定める。 

（入会申込書の記載事項） 
第２条 本会に入会しようとする者は，次
の事項を所定の様式による入会申込書
に記入し，署名，押印の上，地区歯科医
師会を通じて，また準会員にあっては直
接、本会に提出しなければならない。 
⑴ 住所，氏名，生年月日，男女別，本籍
地 

⑵ 出身学校，卒業年月日，学位称号 
⑶ 資格取得年月日，国家試験合格年月
日 

⑷ 登録年月日，登録番号 
⑸ 職歴，保険歯科医指定年月日 
⑹ 自己開業，所在地，名称，開設年月日，

従業員数，電話番号 
⑺ 勤務先所在地，勤務先名称 
⑻ 所属歯科医師会もしくは支部名、また

は準会員である旨 
２ 入会申込書については，地区歯科医師
会の会長の押印がなされていなければ
ならない。（準会員は除く。） 

３ 本会に入会しようとする者に対しては，
入会申込書に付き諸調査をなし，理事会
の決議を経て適格と認めた者を承認し，
会員名簿（第２号様式）に登録する。 

４ 会長は，理事会において入会の諾否を
決定したときは，これを本人およびその
所属地区歯科医師会 に通知しなけれ
ばならない。また、準会員については本
人に直接通知する。 

（記載事項変更の届出） 
第３条 会員は，第２条の記載事項に変更
を生じたときは，その所属地区歯科医師
会を通じ，すみやかに，本会に届出なけ
ればならない。また、準会員については、
本人から直接本会へ届け出るものとす
る。 

（入会金・会費・負担金等の額，徴収及び
納入） 

第４条 会費及び負担金等は，定款第９条
第３項の規定に基き他の規則に別段の
定めのあるものを除き，所属する地区歯
科医師会を経由して本会に納入するも
のとし，地区歯科医師会は，その所属す
る会員のために徴収して本会へ送金す
るものとする。また、準会員については、
本人から直接本会へ納付するものとす
る。 

２ 定款第９条第３項に規定する入会金お
よび会費の額は，次の該当各号に定める
額とする。 
⑴ 入会金別表第１に掲げる額 
⑵ 年会費別表第２に掲げる額 

３ 終身会員は，理事会において承認され
た翌年度より会費を別表第３に掲げる
額に減免する。ただし，特別会費および
負担金等は，この限りでない。 

４ 会員から徴収した会費は，その額に１
００分の２０以上を乗じて得た額を公
益目的事業に使用する。 

５ 本会は代議員会において必要と認めた
ときに，会員から代議員会において定め
る額を特別会費として徴収することが
できる。 

６ 会員から徴収した特別会費は，その目
的のための事業に使用する。 

７ 入会金・会費・負担金等の徴収，納入方
法及び会費の減免手続等については，公
益社団法人東京都歯科医師会財産管理
及び会計規則で定める。 

（退会） 
第５条 本会を退会しようとする者は，次
の事項を所定の様式による退会届に記



入し，第２条の規定に準じ本会に提出し
なければならない。 
⑴ 住所，就業場所，所属歯科医師会また

は支部名 
⑵ 届出年月日，氏名 

２ 前項の規定により会員が退会したとき
は，会員名簿の登録を抹消する。また，
退会以外の事由により会員の資格を喪
失したときにおいても，会員名簿の登録
を抹消する。 

（会員の義務および権利） 
第６条 会員は、本会の定款、規則および
議決に従い、本会の伝統を尊重し、会務
の運営に協力しなければならない。また、
本会の諸会合に出席しなければならな
い(ただし、準会員はその限りではない。）。 

第７条 会員は，医道の高揚および歯科医
師の品位保持に努めなければならない。 

第８条 会員は，公衆衛生および歯科医療
の向上をはかり，保健指導をなし，もっ
て社会の福祉増進に寄与することに努
めなければならない。 

第９条 会員は，本会役員，代議員，補欠
代議員および選挙管理委員に当選した
ときは，正当な理由のある場合の外，こ
れに就任しなければならない。 

第１０条 会員は，業務に関する事項につ
き紛議を生じたときは，その調停方を，
本会に依頼することができる。 

第１１条 会長は，会員の行為が定款第１
３条第１項各号の１に該当すると認め
たときは，その調査書に証拠があるとき
はこれを添え，処分案に意見を付し，代
議員会に提出し，その議決を求めなけれ
ばならない。 

２ 前項の審議をなすにあたり，代議員会
は本人に弁明の機会を与えなければな
らない。 

３ 会長は，代議員会の議決を得たときは，
これにより処分方を決定し，その決定事
項を本人に通知するものとする。 

４ 会長は，会員を除名したときは，その会
員を会員名簿から削除する。ただし，異
議の申立があったときは，その事項が決
定するまでは，会員名簿の削除を行わな
い。 

第１２条 会員は，定款第１３条の規定に
よる処分に不服があるときは，その通知
を受けた日から３０日以内に本会に異
議の申立をすることができる。 

２ 前項の異議の申立があったときには，
会長は速やかにこれを決定し，本人に通
知するものとする。ただし，代議員会の
議決に反する決定をしようとするとき
は，更に代議員会に付議し，その議決を
経なければならない。 

３ 異議の申立および決定の手続に関する
事項については，その都度理事会で定め
る。 

 
第２章歯科医師会の承認 
（歯科医師会の承認） 
第１３条 定款第３条第１項に規定する
本会が承認した地区歯科医師会とは，本
会の定款に抵触しない定款で設立され
た東京都内を区域とする歯科医師会で
あって，本会の理事会において，次の事
項につき審査し，適当と認めたときは，
これを代議員会に付議し，その議決に基
づき会長がこれを承認する。 
⑴ 定款，規則，運営方針 
⑵ 本会に対する協力的態度 

２ 前項により承認したときは，これをそ
の歯科医師会に通知するものとする。 

（承認の取消） 
第１４条 前条により承認した歯科医師
会と本会との間に，前条第１項各号の事
項につき，くい違いを来たしたときは，

代議員会の議を経て本会は，その承認を
取消すことができる。 

 
第３章支部 
（支部の設置） 
第１５条 本会は，定款第３条第２項に規
定する支部を本会事務局内に置くこと
が出来る。 

第１６条 支部に関する支部規則は，別に
定める。 

（支部の解散） 
第１７条 支部を解散しようとするとき
は，本会定款第４５条の規定を準用して
これを行い，本会の承認を得なければな
らない。 

 
第４章選挙 
（選挙の規則） 
第１８条 選挙に関する規則は別に定め
る。 
 
第５章代議員および補欠代議員 
（義務） 
第１９条 代議員および補欠代議員は，任
期満了後でも後任者が就任するまでは，
その職務を行うものとする。 

（代議員の権能） 
第２０条 代議員は，代議員会に建議する
ことができる。 

第２１条 代議員は，自己に関する事項の
審議および議決には参与することがで
きない。 

第２２条 代議員および補欠代議員は，役
員を兼ねてはならない。 

 
第６章歯科に関係ある学校経営 
（学校経営） 
第２３条 本会は，定款第５条第１項第１
１号の規定により，歯科に関係ある学校
の経営に関する事業を行う。 

２ 前項に関しては，規則で別に定める。 
 
第７章表彰 
第２４条 本会は，歯科医事衛生の向上進
歩のため貢献した者のうち該当と認め
た者について，代議員会の議を経てこれ
を表彰する。 

２ 表彰に関する事項は，別に定める表彰
基準による。 

 
第８章事務 
（事務局の設置） 
第２５条 本会は，会務を処理するため事
務局を設置し，職員を置くことができる。 

２ 事務局ならびに職員に関する規則は，
別に定める。 

 
第９章雑則 
（施行規則の変更） 
第２６条 この定款施行規則の変更は，代
議員会の議決を必要とするものとする。 

 
 
別表第１（第４条第２項第１号関係） 

会員種別 入会金の額 

第 1 種会員 150,000 円 

第 2 種会員 150,000 円 

第 3 種会員 

0 円 
ただし、入会後 3年を経ずに
種別変更をする場合、1年未
満の場合は、13 万 8 千円。1
年から 2 年未満は、10 万円。
2 年から 3 年未満は、5万円。

準会員 

０円 
ただし、第 1種および第 2種
会員へ種別変更する場合は、
在籍中に支払った年会費を
差し引いた額。 

 

※ 他道府県歯科医師会へ入会していた
者が、日本歯科医師会における都道府県
歯科医師会の会員籍を移籍して本会へ
の入会を希望する場合、また、天変地異
および有事等により、診療所の移転を余
儀なくされた者が、日本歯科医師会にお
ける会員籍は移籍せず、本会への入会を
希望する場合は、「公益社団法人東京都
歯科医師会移籍会員の受入体制整備に
伴う規則」による。 

 
 
別表第２（第４条第２項第２号関係） 

会員種別 年会費の額 

第 1 種会員 56,000 円 

第 2 種会員 30,000 円 

第 3 種会員 12,000 円 

準会員 

2,000 円 
ただし、第 3種会員へ種

別変更する場合の初年度
会費は、6 年分を限度とし
て在籍中に支払った年会
費の差額分。 

 
 
別表第３（第４条第３項関係） 

終身会員 4,000 円 

 

ただし、次のいずれかの場
合は会費を免除する。 
(1)その年度末までに満 80

歳に到達した終身会員は、
翌年度以降の会費を免除
する。 

(2)傷病その他特別の理由に
より会費の納入が極めて
困難な場合で、免除申請
書、控除前の総所得金額
300 万円未満を示す所得
（課税）証明書等、その他
必要な書類は地区歯科医
師会を通じて提出し、理事
会が適当と認めた場合、１
年度分の会費を免除する。
なお、会費免除の申請は、
1 年度分毎に行うものと
する。 

 



k.suzuki
タイプライターテキスト
平成26年度　地区歯科医師会における講習会等の実績　H26.4～5月分

k.suzuki
タイプライターテキスト
(平成26年度、全587件から抜粋)



申込日 年 ○ 月 ○ 日

マンション・アパート名

年 月 日

年 月 日

※太ワク内は必ずご記入ください。

年会費は2,000円です。

未納の場合、本会定款第12条により、自動的に退会となりますので、ご留意ください。 ※都歯記入欄
（定款第１２条　本会は、会員が１年以上又は１年分に相当する会費若しくは負担金等を支払わないときは、催告し、なお支払わないときは、理事会の決議をもって退会させることができる）

<個人情報の取扱について>
東京都歯科医師会は、個人情報の保護に関する法令やその他の関連する規範を遵守し、個人情報を適正に取扱います。
東京都歯科医師会が収集した個人情報は、本会の業務上必要な所定の目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で利用します。

学位

生年月日 性 別
平

フリガナ

年齢 ○○　歳

本　籍
（都道府県名）

氏　名

理事会承認日：　　　　　　　　 年　　　 月　　　 日

千代田区○○町１-２-３

○○マンション101

090-1234-5678

出身大学

昭

年 月 日

東京

トウキョウト　チヨダク　マルマルマチ

○○○-○○○ 〒　○○○-○○○
　　東京都新宿区○町４-５-６

　
　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　03-1111-1111

都 道

府

ＴＥＬ

ＦＡＸ

○○

歯科医籍
登録番号

　都歯大学歯学部

　　平成○○年　〇月　○日卒業

携 帯 電 話
ア ド レ ス

歯科医師免許証
交付年月日

フリガナ

連絡先住所

臨床研修
施設住所

○ ○

○○

Ｅ メ ー ル
ア ド レ ス

歯科医師法に基づく
臨床研修開始年月日

携帯電話
番　　号

男 女
臨床研修
施 設 名

県

　都歯大学附属歯科病院

　　第12345号

○○

入　 会 　日：　　　　　　　　 年　　　 月　　 　日

定款及び諸規則につき了解の上、東京都歯科医師会に入会を申込みます。

平成○○

平成○ ○ ○

平成○

　aaaa@docomo.ne.jp

　aaaa@bbbb.ne.jp

03-1234-5678

公益社団法人東京都歯科医師会準会員　入会申込書

（会員原票）

会
　
員

コ
ー

ド

〒

トウキョウ　タロウ

東　京　太　郎　㊞

東京都



申込日 年 月 日

マンション・アパート名

年 月 日

年 月 日

※太ワク内は必ずご記入ください。

年会費は2,000円です。

未納の場合、本会定款第12条により、自動的に退会となりますので、ご留意ください。 ※都歯記入欄
（定款第１２条　本会は、会員が１年以上又は１年分に相当する会費若しくは負担金等を支払わないときは、催告し、なお支払わないときは、理事会の決議をもって退会させることができる）

<個人情報の取扱について>
東京都歯科医師会は、個人情報の保護に関する法令やその他の関連する規範を遵守し、個人情報を適正に取扱います。
東京都歯科医師会が収集した個人情報は、本会の業務上必要な所定の目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で利用します。

学位

生年月日 性 別
平

フリガナ

年齢 歳

本　籍
（都道府県名）

氏　名

理事会承認日：　　　　　　　　 年　　　 月　　　 日

出身大学

昭

年 月 日

〒
　

　
　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

都 道

府

ＴＥＬ

ＦＡＸ
歯科医籍
登録番号

　　　　　　　年　　月　　日卒業

携 帯 電 話
ア ド レ ス

歯科医師免許証
交付年月日

フリガナ

連絡先住所

臨床研修
施設住所

Ｅ メ ー ル
ア ド レ ス

歯科医師法に基づく
臨床研修開始年月日

携帯電話
番　　号

男 女
臨床研修
施 設 名

県

入　 会 　日：　　　　　　　　 年　　　 月　　 　日

定款及び諸規則につき了解の上、東京都歯科医師会に入会を申込みます。

公益社団法人東京都歯科医師会準会員　入会申込書

（会員原票）

会
　
員

コ
ー

ド
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